
内
閣
衆
質
一
五
四
第
六
〇
号

平
成
十
四
年
五
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
所
管
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
の
脱
税
の
実
態
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
十
日
受
領

答

弁

第

六

〇

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
所
管
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
の
脱
税
の
実
態
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
四
月
五
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
五
一
号
）
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
当
該
法
人
か
ら
隠
ぺ
い

等
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
」
は
、
一
法
人
で
あ
り
、
公
益
法
人
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
法
人
は
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
六
十
八
条
に
い
う
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
の
全
部
又
は
一
部
の
隠
ぺ
い
、
又
は
仮
装
（
以
下
「
隠
ぺ
い
等
」
と
い
う
。
）
を
指
摘
さ

れ
た
こ
と
に
関
す
る
報
告
を
所
管
官
庁
で
あ
る
国
土
交
通
省
に
対
し
て
本
年
三
月
二
十
七
日
に
行
っ
た
。

三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
今
般
、
当
該
法
人
か
ら
隠
ぺ
い
等
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
事
項
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
公
益
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
所
管
官
庁
が
定
期
的
な
検
査
等
を
通
じ
、
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
把
握
に

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
人
税
等
の
課
税
標
準
等
の
更
正
又
は
決
定
の
事
実
に
つ
い
て
も
、
当
該
所
管
官
庁
に
お

い
て
、
そ
の
際
に
得
ら
れ
た
情
報
等
に
基
づ
き
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
、
よ
り
詳
細
な
報
告
の
徴
求
の
要
否
及
び

当
該
報
告
に
係
る
事
実
の
大
臣
へ
の
報
告
の
要
否
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二



三


